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和歌山市公報 
 

 

目  次 

令和４年（２０２２年）３月１５日 

第１７２３号 

                         

 

 

 

 

【 規 則 】 

番号   ページ 

13 和歌山市児童館条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・ （子育て支援課） 1 

【 告 示 】 

87 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ （指導監査課） 2 

88 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ （指導監査課） 2 

89 介護保険法施行規則の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・ （指導監査課） 2 

90 介護保険法の規定による指定地域密着型サービスに係る指定・・・・・・・・・ （指導監査課） 3 

91 介護保険法の規定による第1号事業に係る指定・・・・・・・・・・・・・・・ （指導監査課） 3 

92 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（障害者支援課） 

 

3 

93 都市再生特別措置法の規定による都市再生推進法人の指定・・・・・・・・・・ （都市再生課） 4 

【 公 告 】 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 5 

○ 所有者等の所在が明らかでない土地に係る筆界案の作成・・・・・・・・・・・ （地籍調査課） 5 

○ 所有者等の所在が明らかでない土地に係る筆界案の作成・・・・・・・・・・・ （地籍調査課） 5 

【 教育委員会規則 】 

6 和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則・・・・ （教育政策課） 6 

7 和歌山市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・ （教育政策課） 6 

8 和歌山市民図書館条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 8 

【 農業委員会公告 】 

○ 農用地利用集積計画の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （農業委員会事務局） 8 

 

【 規 則 】 

 

和歌山市児童館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１３号 

   和歌山市児童館条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市児童館条例施行規則（平成２１年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「１月」を「３月」に改め、「の前日」を削る。 

   附 則 

発 行 所  和歌山市役所 

発 行 日  毎月 １日 １５日 
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  この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第８７号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第８２条第２項の規定による事業を廃止する旨の

届出があったので、同法第７８条及び第８５条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又

は氏名 
事業所の名称及び所在地 

サービスの種

類 
廃止年月日 

３０７０１

０００４９ 

株式会社春風会 春風会 

和歌山市和歌浦東４丁目３番５１号 

居宅介護支援 令和４年２

月２８日 

３０７０１

０３８５２ 

有限会社花組 「花組」ケアプランセンター 

和歌山市広瀬通丁３丁目１３－２ コ

スモ広瀬５０３号・５０５号 

居宅介護支援 令和４年２

月２８日 

３０７０１

０７４０８ 

有限会社ポラリ

ス 

訪問介護カノープス 

和歌山市鳴神３４８－１２ 

訪問介護 令和４年２

月２８日 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第８８号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名及び住所 

事業所の名称及び所

在地 

サービス

の種類 

廃止年

月日 

３０７１４

０１２３０ 

ウォーターワンデイサービス株式会社 

福岡県福岡市城南区田島５丁目２１－８ 

船木拓志 

神奈川県横浜市中区山手町８４－３ コル

ティーレ山手町Ｆ５０３ 

一織庵デイサービス

海南 

和歌山県海南市日方

１５１２－３ 

地域密着

型通所介

護 

令和４

年２月

１５日 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第８９号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又

は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０６５７４ 

医療法人真正会 デイサービスりゅうじん 

和歌山市北中島１丁目２－４ 

短時間型通所サービス 令和４年２月

２８日 
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 （令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９０号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定地域密着型サービスに係る指定をした

ので、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の氏名及

び住所 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 

指定年

月日 

３０９０１

０１５６３ 

和歌山中央医療生活協同組合 

和歌山市有本１４３－１ 

山本純嗣 

和歌山市松島１５番地の２３ 

生協中之島複合型サービス 

和歌山市中之島８８０－２ 

看護小規模多機

能型居宅介護 

令和４

年３月

１日 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９１号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和４年３月１５日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０Ａ０１

００１１７ 

エキプロ株式会社 しえきデイサービス 

和歌山市湊紺屋町１－８ 

短時間型通所サービス 令和４年３月１日 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９２号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

事業所

番号 

事業所

の名称 

事業所の

所在地 

指定に係る

種類 

主たる対象とす

る障害種別 

事業者

の名称 

事業者の主

たる事務所

の所在地 

指定年

月日 

指定の

有効期

限 

３０２

０１２

３３８

０ 

とりた

ん園部 

和歌山市

園部１６

７２－４

３ 

共同生活援

助 

特定なし 合同会

社とり

たん 

大阪府阪南

市桃の木台

３丁目２番

地の６２ 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

３０１

０１２

３７７

０ 

ヘルパ

ーステ

ーショ

ンじぞ

う 

和歌山市

南出島７

４－７ 

プチハ９

９ Ａ１

０２ 

同行援護 特定なし 株式会

社ＬＩ

ＴＡ 

兵庫県西宮

市久保町１

２番３０号 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 
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３０２

０１２

３３９

８ 

ミント

キャン

ディ 

和歌山市

内原９６

３－９ 

共同生活援

助 

身体障害者（肢

体不自由、内部

障害）、知的障

害者、精神障害

者、難病等対象

者 

株式会

社エニ

シタス 

和歌山市本

脇３６５番

地 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

３０１

０１２

３８３

８ 

ミント

キャン

ディ 

和歌山市

内原９６

３－９ 

短期入所 身体障害者（肢

体不自由、内部

障害）、知的障

害者、精神障害

者、難病等対象

者 

株式会

社エニ

シタス 

和歌山市本

脇３６５番

地 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

３０１

０１２

１６１

８ 

ワーク

ステー

ジ 

和歌山市

南材木丁

３丁目１

３番地 

就労定着支

援 

身体障害者（肢

体不自由、内部

障害）、知的障

害者、精神障害

者 

特定非

営利活

動法人

障がい

者の自

立を目

指す会 

和歌山市南

材木丁３丁

目１３番地 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

３０１

０１２

３８１

２ 

わくわ

くＭＯ

ＴＨＥ

Ｒデイ

ホーム

北島 

和歌山市

北島４６

８－８ 

生活介護、

自立訓練（

機能訓練）

自立訓練（

生活訓練） 

特定なし 有限会

社ＭＯ

ＴＨＥ

Ｒ 

和歌山市北

島４６８－

８ 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

３０２

０１２

３４０

６ 

和歌の

手 

和歌山市

和歌浦東

３丁目４

番４５号 

共同生活援

助 

特定なし 一般社

団法人

和歌山

県聴覚

障害者

協会 

和歌山市手

平２－１－

２ 和歌山

ビッグ愛内

（６階） 

令和４

年３月

１日 

令和１

０年２

月２９

日 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９３号 

 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第１１８条第１項の規定により都市再生推進法人の指定をし

たので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 法人の名称 

  一般財団法人和歌山まちづくり財団 

２ 法人の住所 

  和歌山市匠町３３番地 

３ 法人の事務所の所在地 

  和歌山市匠町３３番地 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

、 
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【 公 告 】 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和４年３月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市弘西字綿瀬７４９番、７５０番１、里道、

水路 

和歌山市小雑賀３丁目２番１号 

有限会社永和住建 

代表取締役 永田常治 

（令和４年３月１４日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第３項の規定によ

り公告する。 

  令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市西浜字中川向ノ坪１４１９番６ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和４年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

和歌山市西浜字中川向ノ坪１３０１番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

  １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人 



           和歌山市公報（第１７２３号）  令和４年（２０２２年）３月１５日 

 

－6－ 

 ４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から起算して２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日

までの間）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の

確認を得ずに調査を行う。 

（令和４年３月１５日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 規 則 】 

 

和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第６号 

   和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

 和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「昭和３１年法律第１６２号」の次に「。以下「法」という。」を、「和歌山市教育委員会」の次に

「（以下「教育委員会」という。）」を加える。 

第２条中「和歌山市教育委員会は、」を「教育委員会は、法第２５条第２項各号及び」に改め、第１号及び第

２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、第６号から第１０号までを削り、

同条第１１号中「学校」を「教育委員会の所管に属する学校」に改め、同号を同条第４号とし、同条中第１２号

及び第１３号を削り、第１４号を第５号とし、第１５号から第１８号までを９号ずつ繰り上げ、第１９号を削る。 

 第４条中「教育長は、」の次に「法第２５条第２項各号及び」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１４日掲示済）  

 

和歌山市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和４年３月１４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第７号 

和歌山市教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則 

 和歌山市教育委員会会議傍聴人規則（平成１２年教育委員会規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「会議傍聴申請書」を「和歌山市教育委員会傍聴申請書」に、「される時刻の前３０分までに

提出し」を「３０分前までに教育長に提出し、その許可を受け」に、同条第２項中「規定により会議傍聴申請書

を提出した者に対し、傍聴することを許可する」を「許可をする」に、「当該者」を「同項の規定による申請を

した者」に改める。 

 第５条第４号中「その他議事」を「議事」に改める。 

第７条第２項中「等」を「その他音声等を発する機器」に改める。 

 別記様式第１号を次のように改める。 
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 附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１４日掲示済）  

 

和歌山市民図書館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和４年３月１４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第８号 

和歌山市民図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市民図書館条例施行規則（昭和５６年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条を削り、第１５条を第１４条とし、第１６条を第１５条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１４日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和４年３月１１日 

和歌山市農業委員会 

会長  谷 河  績    

（令和４年３月１１日掲示済）  


